
＜資格制度＞ 

(1) 業務独占資格制度 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 

 

法案成

立後公

布 

 

司法書

士につ

いて措

置（4月

施行予

定） 

①業務独占範

囲の見直し、

相互乗り入

れ 

(見直しの基

準・視点①) 

（法務省、経済

産業省） 

<法務ア②ａの

再掲> 

 

ａ 隣接法律専門職種のうち、司法書士（簡易裁

判所での訴訟代理権）及び弁理士（特許権等の

侵害訴訟での代理権）については、早急に所要

の権限を付与するための措置を講ずる。 

（第154回国会に関係法案提出） 

 

法案提

出 

弁理士について措

置（公布後１年以

内に施行予定） 

（財務省） 

<法務ア②ｂの

再掲> 

ｂ 税理士については、その業務として、裁判所

において補佐人として訴訟代理人とともに出

頭し、陳述をすることができる制度を創設す

る。 

【税理士法の一部を改正する法律（平成13年法律

第38号）及び平成13年財務省令第58号】 

法案成

立、公布 

措置 

(4 月施

行予定) 

 

 

ａ 税理士試験について、職歴による受験資格要

件である業務従事年数を職務の種類に応じて

３年から10年までとする現行制度から、一律に

最も短い３年に短縮するとともに、専門学校卒

業者を短大卒業者に相当する取扱いとして受

験資格を認める。 

【税理士法の一部を改正する法律（平成13年法律

第38号）及び平成13年財務省令第58号】 

 

法案成

立、公布 

 

措置 (4

月施行

予定) 

 ③明確で合理

的な理由の

ない受験資

格要件の廃

止 

(見直しの基

準・視点④) 

（財務省） 

    



実施予定時期 
事項名 措置内容 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 

 

ａ 障害を欠格事由として資格を取得できない

としている制度については、「障害者に係る欠

格条項の見直しについて」（平成11年８月９日

障害者施策推進本部決定）に基づき、欠格条項

を見直し、所要の措置を講ずる。 

【厚生労働省関係の資格については、障害者等に

係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等

の一部を改正する法律（平成13年法律第87号）に

て措置済み】 

【国土交通省関係の資格（動力車操縦者、海技従

事者、水先人、航空機に乗り組んでその運行を行

う者）については、動力車操縦者運転免許に関す

る省令の一部を改正する省令（平成13年国土交通

省令第152号）、水先法施行規則及び船舶職員法施

行規則の一部を改正する省令（平成13年国土交通

省令第137号）及び航空法施行規則の一部を改正

する省令（平成13年国土交通省令第118号）にて

措置済み】 

 

一部措

置済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 14

年度ま

でに所

要の措

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境省関係の資格については、狩猟免許につい

て第154回国会に関係法案提出） 

法案提

出 

法案成立後公布、

措置（公布後１年

以内に施行予定） 

⑤障害等を理

由とする欠

格事由の見

直し 

(見直しの基

準・視点⑥) 

（ 厚 生 労 働

省、農林水産

省、国土交通

省、環境省） 

<福祉ウ③の一

部再掲> 

（その他、通訳案内業、地域伝統芸能等通訳案内

業、家畜人工授精師、獣医師については、障害を

欠格事由とする免許制度等を有する国土交通省、

農林水産省等関係省庁が所管する法律を一括し、

第154回国会に障害者等に係る欠格事由の適正化

等を図るための関係法律の整備に関する法律案

を提出） 

法案提

出 

法案成

立後公

布、措置 

（公布

後２ヶ

月以内

に施行

予定） 

 

 

 

 

⑥受験資格及

び資格取得

に係る特例

認定基準の

ｂ  公証人及び司法書士の任命基準及び試験免

除に係る行政事務経験の内容について精査し、

具体化・明文化を図る。 

また、税理士について、学位取得等による試

措置済 

 

 

法案成

 

 

 

措置 （4

 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 

明文化・公表 

(見直しの基

準・視点⑦) 

（法務省、財務

省） 

験科目の免除制度について見直しを行う。 

【税理士法の一部を改正する法律（平成13年法律

第38号）、税理士法施行令の一部を改正する政令

（平成13年政令第330号）及び平成13年財務省令

第58号】 

立、公布 月施行

予定） 

⑫報酬規定の

在り方見直

し 

(見直しの基 

準・視点⑭) 

（金融庁､法務

省､司法制度改

革推進本部、財

務省､厚生労働

省） 

【税理士については、税理士法の一部を改正する

法律（平成13年法律第38号）、税理士法施行令の

一部を改正する政令（平成13年政令第330号）及

び平成13年財務省令第58号】 

法案成

立、公布 

措置 

(4 月施

行予定) 

 

⑭法人制度の

検討 

(見直しの基

準・視点⑰) 

（総務省､法務

省､財務省､厚

生労働省） 

【弁護士については、弁護士法の一部を改正する

法律（平成13年法律第41号）】 

【税理士については、税理士法の一部を改正する

法律（平成13年法律第38号）、税理士法施行令の

一部を改正する政令（平成13年政令第330号）及

び平成13年財務省令第58号】 

法案成

立、公布 

措置 

(4 月施

行予定) 

 

 



(2) 必置資格等 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 

⑥実務経験要

件の見直し 

(見直しの基 

準・視点⑧） 

 

 

 

 

（農林水産省） 

（危険物取扱者） 

ｄ  次の資格に係る要件又は受験（受講）資格と

しての実務経験、実務補習、年齢等について、

見直しを行う。 

農業協同組合監査士、森林組合監査士、水産業

協同組合監査士、飼料製造管理者 

【飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法

律施行規則の一部を改正する省令（平成13年農林

水産省令第59号）、平成14年農林水産大臣承認】 

一部措

置済（４

月施行） 

措置（４

月施行

予定） 

 

⑦受験（受講）

資格として

の学歴 

(見直しの基

準・視点⑨) 

（農林水産省） 

次の資格に係る学歴要件について、見直しを行

う。 

農業協同組合監査士、森林組合監査士、水産業

協同組合監査士 

【平成14年農林水産大臣承認】 

結論 措置（４

月施行

予定） 

 

 

 


